
 第２８号議案 

 

 

財 産 の 処 分 に つ い て 

 

 下記の財産を処分することについて、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年亀岡市条例第１

号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

 

   平成２７年１１月３０日提出 

 

             亀 岡 市 長  桂 川 孝 裕 

 

 

記 

 

１ 売払う財産 

所 在 地 地 目 面積（㎡） 

亀岡市東つつじケ丘都台二丁目２３番７７ 宅 地 5,504.88 

 

２ 売払予定価額        ２５３，２００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

   所在地  亀岡市大井町南金岐尾垣内９番地 

   名 称  株式会社 三煌産業 

   代表者  代表取締役 渡 辺 裕 昭 
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